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午前１０時００分 開議 

○議長（笠井安之君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第５５号 令和６年度阿波市一般会計補正予算（第７号）について 

  日程第２ 議案第５６号 令和６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

              号）について 

  日程第３ 議案第５７号 令和６年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）につい 

              て 

  日程第４ 議案第５８号 令和６年度阿波市農業集落排水事業会計補正予算（第１ 

              号）について 

  日程第５ 議案第５９号 阿波市国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第６０号 阿波市企業立地促進条例の一部改正について 

  日程第７ 承認第１４号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度阿波市 

              一般会計補正予算（第６号）について） 

○議長（笠井安之君） 日程第１、議案第５５号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第

７号）についてから日程第７、承認第１４号専決処分の承認を求めることについて（令和

６年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について）までの計７件を一括議題といたしま

す。 

 以上の案件につきましては、各常任委員会に付託してありますので、各委員長の報告を

求めます。 

 まず初めに、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長坂東重夫君。 

○総務常任委員長（坂東重夫君） おはようございます。 

 総務常任委員会の審査結果と経過についてご報告申し上げます。 

 当委員会は、去る１２月１１日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案

第５５号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第７号）について（所管部分）、議案第５
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６号令和６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、議案第５９号

阿波市国民健康保険条例の一部改正について、承認第１４号専決処分の承認を求めること

について（令和６年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について）の市長提出議案４件

について、詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり可決及び承認すべきものと決定いたしま

した。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第５５号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第７号）について（所管部分）、理

事者から、主なものとして歳入について、１８款寄附金は阿波市ふるさと応援基金寄附金

６，０００万円の追加、１９款繰入金は教育施設整備基金繰入金６９０万円の追加、２２

款市債は合併特例債及び公共施設等適正管理推進事業債ほか合わせて６，０５０万円の追

加、歳出について、２款総務費一般管理費は退職手当負担金の精査に伴い５，０１５万円

の追加、企画費は、主なものとして、阿波市ふるさと応援基金寄附金の返礼品に係る記念

品代等３，０２１万４，０００円の追加、１３款諸支出金はふるさと応援基金積立金３，

０００万円の追加との説明がありました。 

 議案第５６号令和６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、理

事者から、歳入として、７款繰入金は国民健康保険基金繰入金８７万１，０００円の追

加、歳出として、８款諸支出金は償還金８７万１，０００円の追加との説明がありまし

た。 

 委員から、償還は国への償還だけかとの質疑がありました。理事者から、償還は国だけ

であるとの答弁がありました。 

 また、その他として、理事者から、確定申告相談会の変更について、令和６年度の確定

申告期間は、令和７年２月１３日から３月１７日までの約１か月間である。相談会場を常

時開設するのは本庁のみとし、他の３地区の会場はおおむね１週間ごとの巡回方式の開設

に変更する。また、日曜日の開催については、本庁のみではあるが２月２３日と３月２日

の２日間、開設を予定している。詳細については、広報あわ１月号及び２月号、またホー

ムページやＬＩＮＥなどでお知らせするとの説明がありました。 

 以上、総務常任委員会の審査結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 報告が終わりました。 
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 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） 質疑なしと認めます。 

 これで、総務常任委員会委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員会委員長吉田稔君。 

○文教厚生常任委員長（吉田 稔君） 文教厚生常任委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 当委員会は、去る１２月１２日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案

第５５号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第７号）についての所管部分の市長提出議

案１件について、理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第５５号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第７号）についての所管部分に関し

て、健康福祉部関係では、委員から、歳入のうち生活保護費負担金４，３８４万７，００

０円の増額の要因について質疑がありました。理事者からは、高齢者の生活保護世帯が特

に増加している。それに伴い、主に医療費、介護扶助費が増額している状況にあると答弁

がありました。 

 教育委員会関係では、委員から、歳出のうち体育施設費２，１７７万４，０００円、吉

野ウォーターパーク改修工事について、どのような内容であるか質疑がありました。理事

者からは、２５メートルプール内の塗装改修、コースラインの塗り替え、プール本体の接

合部の補強、また円形プールやウオータースライダーの着水プール内の塗装改修、ピット

内の配管の釣り金具の交換などを行う予定であると答弁がありました。 

 同じく教育委員会関係で、委員から、歳出のうち学校施設等整備事業費３，６４６万

９，０００円、土成小学校北校舎屋上防水改修工事について、どのような内容であるか質

疑がありました。理事者からは、経年劣化によりシート防水が破損し、雨漏りが発生して

いたため改修を行うものである。既存のシートに液状の防水材料を塗る工事での施工を予

定している。このことにより、新たにシート防水を貼り替えるより、予定工期を２か月ほ
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ど短縮でき、騒音や振動についても低減することが可能であると答弁がありました。 

 以上、文教厚生常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） 質疑なしと認めます。 

 これで文教厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

 産業建設常任委員会委員長樫原伸君。 

○産業建設常任委員長（樫原 伸君） 産業建設常任委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 当委員会は、去る１２月１３日、委員６名が出席して会議を開き、付託されました議案

第５５号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第７号）について（所管部分）、議案第５

７号令和６年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）について、議案第５８号令和６年

度阿波市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）について、議案第６０号阿波市企業立

地促進条例の一部改正についての市長提出議案４件について、理事者から詳細な説明を求

め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託されました議案は全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第５５号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第７号）についての所管部分に関し

て、産業経済部関係では、委員から、農地等災害復旧事業の工事請負費２８０万円に係る

対象地区について、また事業の対象となる条件について質疑がありました。理事者から

は、農地等災害復旧事業は地震や豪雨により被災した農地や農業用施設などの早期復旧を

目的としたものであり、本年８月の台風１０号の影響により、土成町宮川内宮ノ尾地区に

ある農業用道路の路肩が５メートルにわたり崩落していたため、原状復旧工事を行う。事

業の対象となる条件としては、降雨量が基準以上であり、１か所当たりの災害復旧の事業

費が４０万円を超えることが挙げられると答弁がありました。 
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 建設部関係では、委員から、県単独道路事業に係る負担金の負担率について質疑があり

ました。理事者からは、県単独事業については、定められた率を市が負担することで本市

内の県道、県河川を整備してもらっている。負担率は事業内容によって異なり、現道拡幅

や側溝整備などの道路局部改良事業は工事費の１５％、歩道整備などの交通安全対策事業

は１０％、路肩復旧や橋梁整備は負担なし、砂防事業については２５％と決められている

と答弁がありました。 

 また、委員から、住宅管理費のうち修繕費４９１万４，０００円について質疑がありま

した。理事者からは、長峰団地の市営住宅で発生した火災により、居住できなくなった方

の移転先として使用するため、岡地団地などの部屋の修繕を行う予定であると答弁があり

ました。 

 以上、産業建設常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） 質疑なしと認めます。 

 これで産業建設常任委員会委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 以上で各常任委員会委員長の報告を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第５５号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第７号）についてから議案第５８号

令和６年度阿波市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）についてまでの計４件を一括

して採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５５号から議案第５８号

までの計４件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５９号阿波市国民健康保険条例の一部改正について及び議案第６０号阿波
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市企業立地促進条例の一部改正についての計２件を一括採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） 異議なしと認めます。よって、議案第５９号及び議案第６０号の

計２件は原案のとおり可決されました。 

 次に、承認第１４号専決処分の承認を求めることについて（令和６年度阿波市一般会計

補正予算（第６号）について）を採決いたします。 

 委員長の報告は承認です。 

 委員長の報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、承認第１４号は原案のとおり承

認することに決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ８ 議案第６１号 令和６年度阿波市一般会計補正予算（第８号）について 

  日程第 ９ 議案第６２号 令和６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３ 

               号）について 

  日程第１０ 議案第６３号 令和６年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

               について 

  日程第１１ 議案第６４号 阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第１２ 議案第６５号 阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条 

               例の一部改正について 

○議長（笠井安之君） 次に、日程第８、議案第６１号令和６年度阿波市一般会計補正予

算（第８号）についてから日程第１２、議案第６５号阿波市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部改正についてまでの計５件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） 本日、追加提案しております議案について、提案理由の説明を申

し上げます。 

 追加提案しております議案第６１号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第８号）につ
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きましては、追加補正予算額１億３，９２０万円でございます。内容といたしましては、

国の人事院勧告等に伴う人件費を計上しております。 

 次に、議案第６２号令和６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、追加補正予算額３４１万２，０００円でございます。 

 次に、議案第６３号令和６年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、追加補正予算額５３０万円でございます。 

 次に、議案第６４号阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について及び議案第６５

号阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についての２件に

つきましては、国の人事院勧告等を踏まえ、条例の一部改正を行うものでございます。 

 以上、議案等について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまし

ては、この後理事等から説明をさせていただきますので、十分ご審議の上、ご賛同くださ

いますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております議案について補足説明を求めます。 

 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、本日追加提案をさせていただきます議案第６１号令和

６年度阿波市一般会計補正予算（第８号）について、補足説明をさせていただきます。 

 令和６年度阿波市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３，９２０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０８億５，６７０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和６年１２月２０日提出、阿波市長。 

 それでは、２ページ、３ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正で説明をさせていただきます。 

 この補正予算（第８号）につきましては、全て国の人事院勧告に準ずる給与等の補正

で、歳入歳出ともに補正額の合計は１億３，９２０万円、補正後の歳入歳出予算の金額は

２０８億５，６７０万円でございます。 

 以上、議案第６１号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同い

ただきますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（笠井安之君） 森友市民部長。 

○市民部長（森友邦明君） 続きまして、議案第６２号について補足説明をさせていただ

きます。 

 令和６年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４１万２，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億８，２２９万５，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和６年１２月２０日提出、阿波市長。 

 この補正予算（第３号）につきましては、全て国の人事院勧告に準ずる給与等の補正

で、歳入歳出ともに補正額の合計は３４１万２，０００円で、補正後の歳入歳出予算の金

額は４４億８，２２９万５，０００円でございます。 

 以上、議案第６２号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 稲井健康福祉部長。 

○健康福祉部長（稲井誠司君） それでは、議案第６３号について補足説明をさせていた

だきます。 

 議案第６３号令和６年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３０万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億９，９５０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和６年１２月２０日提出、阿波市長。 

 それでは、２ページ、３ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算につきましては、全て国の人事院勧告に準ずる給与等の補正でございま

して、歳入歳出ともに補正額の合計は５３０万円で、補正後の歳入歳出予算の金額は４４

億９，９５０万円でございます。 

 以上、議案第６３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきま
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すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、議案第６４号及び議案第６５号の条例案件２件につい

て、補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第６４号阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和６年１２月２０日提出、阿波市長。 

 令和６年８月の人事院勧告及び１０月の徳島県人事委員会勧告を踏まえ、また１１月２

９日付の総務副大臣通知において、国における給与法の改正の動向を踏まえつつ、地域の

実情を踏まえ適切に判断することとされたことから、条例の一部を改正するものでござい

ます。 

 改正の内容につきましては、初めに、期末勤勉手当の改定として、正規職員につきまし

ては、年間支給月数を期末手当０．０５月、勤勉手当０．０５月、合計０．１０月引き上

げ、期末手当２．４５月分を２．５０月分に、勤勉手当２．０５月分を２．１０月分とす

るものです。 

 再任用職員につきましては、年間支給月数を期末手当０．０２５月、勤勉手当０．０２

５月、合計０．０５月引き上げ、期末手当１．３７５月分を１．４０月分に、勤勉手当

０．９７５月分を１．００月分とするものです。 

 次に、給料表の改定では、民間との給与較差を解消するため、初任給の引上げや俸給月

額を平均３．０％引き上げるものでございます。 

 施行日は公布の日で、給料表の改定は令和６年４月１日から、期末勤勉手当の改定は令

和６年１２月１日から遡及適用し、令和７年度以降の期末勤勉手当の改定につきまして

は、令和７年４月１日施行でございます。 

 次に、議案第６５号阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について。 

 阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 令和６年１２月２０日提出、阿波市長。 

 阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正することに伴い、正規職員の給与との均衡

を考慮することから、条例の一部を改正するものでございます。 
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 改正の内容につきましては、会計年度任用職員に係る給料表を、阿波市職員の給与改定

に準じて改定するものでございます。 

 施行日は公布の日で、給料表の改定は令和６年４月１日から遡及適用いたします。 

 以上、議案第６４号及び議案第６５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 補足説明が終わりました。 

 これより議案第６１号から議案第６５号について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 議案第６１号から議案第６５号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって議案第６１号から議案第６５号は

委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第６１号令和６年度阿波市一般会計補正予算（第８号）についてから議案第６３号

令和６年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第２号）についてまでの計３件を一括採決

いたします。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６１号から議案第６３号

までの計３件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６４号阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について及び議案第６５

号阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についての計２件

を一括して採決いたします。 
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 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６４号及び議案第６５号

の計２件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（笠井安之君） 次に、日程第１３、常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継

続調査についてを議題といたします。 

 お手元に配付いたしました申出書のとおり、各委員長から閉会中の継続調査の申出があ

りました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたします。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 閉会に当たり、市長からご挨拶をお願いします。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） 令和６年第４回阿波市議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を

申し上げます。 

 初めに、何点かご報告をさせていただきます。 

 最初に、先月２６日、あわ移住協力隊の会員の皆さんと阿波市まちづくりミーティング

を開催し、私自身が直接ご意見を伺いました。 

 ミーティングでは、より移住者にやさしいまちになるためにをテーマとして、移住担当

者の専任化や情報の共有、連携強化、有償ボランティア活動など、まちづくりに対する想

いやアイデアをお聞きすることができました。いただいたご意見を的確に市政に反映しな

がら、市民が主役のまちづくりの実現に向け、しっかりと取り組んでまいります。 

 次に、昨日１９日、市役所におきまして第７１回徳島駅伝阿波市選手団の結団式を執り

行いました。 

 結団式では、選手団役員や選手の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様のご出席のもと、
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上位入賞を誓い合いました。今大会の１日目、１月４日は阿北コースが採用されており、

中継所として市役所南の交差点付近がゴールとなります。本市といたしましても、阿波市

選手団を全面的にサポートしてまいりますので、選手の皆さんには、市民の代表として自

信と誇りを持ち、日頃からの練習の成果を遺憾なく発揮され、市民の皆様に勇気と感動を

与える力強い走りで新春の阿波路を力強く駆け抜けていただきますようご期待申し上げま

す。 

 次に、今月８日、アエルワにおきまして、大阪桐蔭高等学校吹奏楽部の皆さんをお招き

して生涯学習推進演奏会を開催いたしました。多くの観客の皆さんとすばらしい音楽のひ

とときを共有し、大盛況のうちに終えることができました。今後におきましても、生涯学

習につながる魅力的なイベントを開催してまいります。 

 次に、国等に対する要望関係でございます。 

 今月１０日、県選出国会議員、環境省及び総務省を訪問し、本市の地方創生に係る取組

や厳しい財政事情、また様々な特殊事情を説明し、国庫補助金や特別交付税について、地

域の実情を踏まえた支援を要請してまいりました。 

 最後に、今月２日、山口俊一衆議院議員を代表とする関係者の皆さんとともに徳島県庁

を訪問し、毎年のように接近、上陸する台風や、いつ発生するとも知れない南海トラフ地

震など、大規模な自然災害に備える山地防災力の強化が強く求められている中で、防災・

減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の着実な実施と引き続き推進するために必要

な予算の安定的、継続的確保、また大規模災害に備えた事前防災・減災対策、復旧対策の

充実や強化など、緑の国土強靱化の推進等について、後藤田正純徳島県知事に対しまして

要望を行いました。今後におきましても、国等への要望活動を積極的に行ってまいりたい

と考えております。 

 さて、今議会は先月２５日に開会以来、本日まで２６日間にわたりまして慎重なご審議

を賜り、提出いたしました各議案につきまして全て原案どおりご賛同をいただき、誠にあ

りがとうございました。本定例会において賜りましたご意見、ご提言につきましては、十

分に検討を行い、今後の市政運営に反映してまいりたいと考えております。 

 いよいよ冬本番の寒さとなり、令和６年も残すところあと僅かとなりました。議員の皆

様におかれましては、体調には十分ご留意され、引き続き市政発展のため格別のご支援、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。そして、ご家族おそろいで輝かしい新年をお

迎えになられるようご祈念申し上げ、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 
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○議長（笠井安之君） これで本日の会議を閉じます。 

 令和６年第４回阿波市議会定例会を閉会いたします。 

午前１０時３７分 閉会 

 

 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名す

る。 
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            署 名 議 員 


